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0,はじめに

○昨年３月１１日の東日本大震災と福島第１原発の事故
から１年が経過

○死者：１万５，８５４人、行方不明者：３，１５５人

○官民を上げて復旧、復興にとりくんでいる。

○部落解放同盟としても支援活動を展開

○国際社会の支援活動に感謝

○福島県民を排除、差別する風潮も
出ている。

○息の長い支援活動を！！
２０１１年３月・岩手県



１，１９２２年３月３日全国水平社創立
今年で、９０周年

日本・京都・岡崎公会堂



２，創立大会で採択された「水平社宣言」
日本最初の「人権宣言」

「水平社宣言」と「綱領」



３，水平社による国際連帯活動
～朝鮮の衡平社との連帯

京都の水平社の支部を訪れた
衡平社の李東煥（前列右から二人目）
１９２７年

衡平社第８回大会のポスター
１９３０年



４，ドイツナチズムのユダヤ人迫害に抗議

全国部落代表者会議
１９３３年８月
日本・大阪

ユダヤ人迫害に対する抗議文



５，故松本治一郎委員長（１８８７～１９６６）に
よる国際連帯活動

インドのダリットとの交流・1955.4
人種主義・ユダヤ人排斥反対国際連
盟大会へ参加 １９５６年３月

フランス・パリ
前列左が故松本治一郎委員長





７，国連の人権活動との連帯
国際人権規約、人種差別撤廃条約の批准運動
を展開

国際人権規約の批准を求める集会 １９７９年４月
日本・東京



８，人種差別撤廃委員会による日本政府報告
の審査（第１回）

人種差別撤廃委員会での日本政
府報告の審査 ２００１年３月
スイス・ジュネーブ

人種差別撤廃委員への日本
のＮＧＯによる説明会



９，人種差別撤廃委員会による第２回日本政
府報告審査と最終所見（２０１０年３月）

○条約第１条に規定された「世系（descent）」の対象に部落差別
が含まれることを日本政府は承認すること。

○１９ 委員会は締約国に以下を勧告する：
(a) 部落問題に対処する権限を持つ特定の政府機関あるいは委員会を指

定すること。
(b) 特別措置法の終了に際してなされたコミットメントを履行すること。
(c) 明確で統一された部落民の定義採用のために関係者と協議を行うこと。
(d) 部落民の生活条件の改善のためのプログラムを、一般国民の参加を得

て、特に部落コミュニティを擁する地域に対する人権教育及び啓発の取
組で補うこと。

(e) 上記の施策の状況及び進展を反映する統計指標を提供すること。
(f) 受益者とその他の者との平等が持続的に達成されたときに特別措置は

終了すべきであるとする勧告を含む特別措置に関する一般的勧告３２
(2009 年)を考慮すること。



10,国連人権小委員会での部落問題の訴え

国連人権小委員会・奴隷制作業部会壱１９８３年８月
スイス・ジュネーブ



11,国連人権小委員会で「職業と世系に基づく
差別撤廃に関する原則と指針」のとりまとめ

国連人権小委員会 ２００４年８月 スイス・ジュネーブ



12,反人種主義・差別撤廃世界会議へ参加
２００１年８～９月 南アフリカ・ダーバン

ダーバン宣言と行動計画に
職業と世系に基づく差別を
盛り込むことを求める
解放同盟の代表団

ダーバンでの
反人種主義・差別撤廃世界会議で
「職業と世系に基づく差別」に関する
シンポジウム



13,現代的形態の人種主義・人種差別、外国人
嫌悪及び関連する不寛容に関する特別報告者
（ドゥ・ドゥ・ディエンさん）の日本公式訪
問に積極的に協力

２００５年７月 日本・東京



14,反差別国際運動（IMADR）の結成

１９８８年１月結成

１９９１年３月
ジュネーブ事務所
開設

１９９３年３月
経済社会理事会と
協議資格取得



15,今日の到達点

○部落差別を始めとする「世系」、「職業と世系」
に基づく差別が、国連の人権活動が関心を持つ
問題になったこと。

○日本国内においても、部落問題の解決が
「国際的な責務」であるとの認識が広まって
きていること。



16,部落差別の現状～成果

大阪市内の被差別部落

（事業実施前
１９６０年代）

（事業実施後
２０００年）



17,部落差別の現状

○改善されてきた部落の生活実態も後退して
きている。

○悪質な差別事件が後を絶たない。

電子版「部落地名総鑑」が調査業者から回収 ２００６年９月 日本・大阪



18,今後の課題～その①

○人権委員会設置法の制定

○差別禁止法の制定

○「人権教育・啓発推進法」（２０００年１２月
制定）の具体化

○部落と隣接地域を対象とした人権のまちづくり
の推進

○内閣府に人権局を設置し、その中に部落問題を
所管するセクションを設けること等



19,今後の課題～その②

○日本が締結した国際人権諸条約の条約履行監視
委員会からの勧告の履行

○とりわけ、人種差別撤廃委員会からの勧告の履行

○２００６年１月、ディエン報告の履行

○２００７年、横田・鄭両委員が取りまとめた
「職業と世系に基づく差別撤廃に関する原則と指針」
の尊重



20,国連の人権活動への期待～その①

１，人種差別撤廃委員会が日本政府に条約第１条
に規定された「世系（descent）」の対象に部落
差別が含まれることを承認するよう働きかけるこ
と。２０１０年３月の勧告の履行を迫ること。

２，横田・鄭委員によってとりまとめられた
「職業と世系に基づく差別の撤廃に関する原則と
指針」を人権理事会、国連総会で採択すること。



21, 国連の人権活動への期待～その②

３，国連人権理事会が、ディエン報告に基づく
日本政府に対する勧告の履行を迫ること。

４，国連人権高等弁務官（事務所）が、日本の
部落差別を含む「世系」、「職業と世系」
に基づく差別の撤廃を活動の最重点課題と
位置づけること。



22,部落解放同盟としての決意の表明

○水平社宣言の精神を受け継ぎ、部落の完全解放と
一切の差別なき世界の建設をめざして闘っていく
ことを誓う。

２０１２年３月３日 全国水平社創立９０周年記念集会
日本・京都



23,おわり

人の世に熱あれ

人間に光あれ


